
 

 

異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。 

自分の農場を守るため飼養衛生管理基準遵守等の再徹底を 

 ①衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒 

  ・衛生管理区域専用の衣服及び長靴の設置と使用 

     特にイノシシ監視区域の農場では畜舎ごとの専用の衣服、長靴の設置・使用  

    ・畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒 

    ・畜舎の破損部分の修繕、電柵、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ、防鳥ネットの設置による 

     野生動物の侵入防止対策の再徹底 

 ②早期発見と早期届出 

   毎日の健康観察を実施し、異常があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡を 

 ③飼養管理の記録と保管 

   常時から、飼養豚の飼料給与、分娩、出荷、異常の有無、死亡等について 

   記録する。異常を示す個体については具体的な症状、体温を記録する。 

 

家畜衛生情報  

中濃家畜保健衛生所 
TEL ０５７４－２５－３１１１ FAX ０５７４－２７－３０９２ 

       閉庁時は案内に従い「１」番をプッシュしてください 
        つながらない場合は ０５７４－２５－３４８４ へ 
        土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています       

平成31年3月28 日 

 愛知県瀬戸市、田原市で豚コレラが発生！！ 

 瀬戸市 
  【飼養状況】   ４，１４０頭  
  【発生経緯】 
    ３月２６日 瀬戸市の養豚場から、肥育豚で死亡等の症状がみられる旨の通報 
          があり、家保が立入検査、豚コレラ検査を実施し、陽性          
    ３月２７日 国の豚コレラ検査の結果、患畜と確定 
 
 

 

 

  

 田原市 
  【飼養状況】   １，６４７頭  
  【発生経緯】 
    ３月２７日 田原市の養豚場から、母豚で食欲不振、発熱等の症状がみられる 
          旨の通報があり、家保が立入検査、豚コレラ検査を実施し、陽性          
    ３月２８日 国の豚コレラ検査の結果、患畜と確定 

 


